
大和青藍高等学校 
 

募集要項（平成 24 年度） 

募集人員 

  普通科 35 名 ／ 調理科 135 名 ／ 介護福祉科 40 名 ／ 看護科 40 名 (女子のみ)         
 
 

 推薦入試 一般入試 

出 願 資 格 

1.平成 24 年 3 月卒業見込みの者で本校のみ 

を受験する者。 

2.合格した場合には必ず本校に入学する。 

3.生活態度が真面目で出席状況が良好である。 

1.平成 24 年 3 月中学校卒業見込みの者及び 

中学校を卒業した者。 

出 願 期 間 1 月 17 日(火)～1 月 20 日(金)16：00 まで 

入 学 願 書 本校所定の用紙を使用すること。（願書提出後の志望学科の変更は試験日の前日までの 1 回とする。） 

調 査 書 福岡県私学協会統一用紙を使用すること。 

受 験 料 10,000 円  ※入学願書・調査書に受験料を添えて提出。 

試 験 日 1 月 24 日(火) 1 月 27 日(金) 

試 験 科 目 

・ 

試験時間割 

 

出席点呼・諸注意 8：40～ 8：50 

第 1 時限 国語 8：50～ 9：30 

第 2 時限 数学 9：40～10：20 

第 3 時限 英語 10：30～11：10 

面  接 11：20～12：30 

※受験票・筆記用具・上靴を持参すること。 

※8：40 までに試験会場に入室すること。 

 

出席点呼・諸注意 8：40～ 8：50 

第 1 時限 国語 8：50～ 9：35 

第 2 時限 数学 9：50～10：35 

第 3 時限 社会 10：50～11：35 

第 4 時限 理科 11：50～12：35 

昼食・休憩 12：35～13：15 

第 5 時限 英語 13：15～14：00 

面  接 14：15～15：30 

（英語はリスニングを含み 45 分） 

※受験票・筆記用具・上靴・弁当を持参すること。 

※8：40 までに試験会場に入室すること。 

合 格 発 表 
1 月 26 日(木) 2 月 6 日(月) 

合格者は中学校長宛通知。 ※電話での合否の問い合わせは受け付けません。 

入 学 手 続 

（１）入学手続についての諸注意や必要書類は、合格通知に同封する。 

（２）期日までに入学金（残金）・施設拡充費・校友会入会金を郵便局窓口又は学校事務室へ納入し入学

手続を完了してください。一度払い込んだ納入金は、理由の如何に関わらず返還いたしません。 

（３）期日までに入学手続を完了しない場合は、入学の意志がないものとみなし入学資格を取り消します。 

納入期日 
 

1 月 27 日(金)～1 月 30 日(月)10：00 まで 

入 学 金 20,000 円  

施 設 拡 充 費 130,000 円  

校友会入会金 5,000 円  

納入期日 
 

2 月 7 日(火)～2 月 9 日(木)10：00 まで 

入 学 申 込 金 10,000 円  

3 月 13 日(火)～3 月 22 日(木)13：00 まで 

入学金(残金) 10,000 円  

施 設 拡 充 費 130,000 円  

校友会入会金 5,000 円  

※推薦入試転科合格者および推薦入試不合格者で一般入試の受験を希望する者は、1 月 27 日(金)8：00～8：30 の間に、 

本校事務室で手続をすることで一般入試を受験することができる。（受験料 10,000 円と願書を提出。※調査書不要） 

就学支援金制度                                                                        

就学支援金（申請者全員対象）月額 9,900 円が支給される。基準を満たすと更に一定額（4,950 円、または 9,900 円）が加算される。 

生活保護世帯等授業料軽減補助金（特別奨学生を除く）                                               

生活保護世帯等には、公立高校授業料相当額（上限月額 9,900 円：平成 23 年度）の補助。 

奨学金制度                                                                           

本校生徒は福岡県教育文化奨学財団の貸付を受けることができる。 看護科病院奨学金については学校案内（P11）参照。 

特別奨学生制度                                                                        

学力・技能・経済的支援を必要とする等を総合的に判断して、本校校長が決定する。 


